
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯周病は、日本人の歯を失う原因第１位であり、歯だけでなく全身に悪影響を及ぼし

ます。 

歯周病は、知らず知らずのうちに進行するため、「気づいた時には歯を抜かなければ

ならなかった」なんてことも少なくありません。 

歯周疾患検診で歯周病を早期に発見し、歯と全身の健康を守りましょう。 
 

 

実施期間：令和７年７月１日(火)～令和８年３月３１日（火） 
 

対 象 者：綾部市に住民票がある年度末年齢(令和８年３月３１日時点)で 

 

20歳、30歳、40歳、50歳、60歳の方 

※お一人につき期間中 1回のみ無料で受診できます。 

持 ち 物：①受診券（はがき） 
  

               ※対象者には６月末に受診券（はがき）を送っています。 
受診券（はがき）を忘れるとこの制度では受診できません。 

②本人確認できるもの（健康保険証など） 

③義歯（お持ちの方） 

実施場所：協力歯科医療機関 

裏面「協力歯科医療機関一覧」から、ご希望の歯科医療機関へ 

事前にご予約ください。 
 

費 用： 無料  

※治療が必要な場合は、保険診療での受診となります。 

検診内容：歯周病チェック、歯石沈着チェック、歯科保健指導 
  

お問い合わせ先：綾部市保健推進課 

〒623-0011 綾部市青野町東馬場下 15番地の 6 

（綾部市保健福祉センター内） 

TEL：42-0111 FAX：42-5488 

E-mail：hokensuisin@city.ayabe.lg.jp 

歯周疾患検診 

のご案内 

無料 
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★上記以外に福知山市の協力歯科医療機関でも実施しています。詳細は綾部市のホー

ムページをご覧いただくか、おもて面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

・受診券を紛失、汚損された方は再発行ができますので、おもて面の保健推進課まで

のご連絡、またはこちらのQRコードから申請してください。 

                               

・問診、受診結果について、実施歯科医療機関から綾部市へ報告されます。この結果

は今後の保健指導に活用するものであり、当該目的以外の利用等は行いません。ご

理解・ご同意の上受診をお願いします。 

歯科医療機関名 住所 電話番号 

梅原歯科医院 幸通１０ ４２－３５３３ 

かずあき歯科医院 青野町西ノ後９－３ ４２－８２８３ 

綾部市上林歯科診療所  八津合町神谷２－２ ５４－０３８６ 

小佐々歯科診療所 田町１５ ４２－５８５８ 

しまむら歯科医院 桜が丘１丁目１５－４ ４０－１７１８ 

武田歯科 駅前通５４－１ ４２－１３０４ 

松田歯科医院 岡町斗代２０－８ ４２－７７４４ 

もりたに歯科口腔医院 中ノ町２丁目２９ ４２－２０５６ 

やなぎはら歯科医院 青野町西中居６１ ４２－１２７８ 

山口歯科医院 下八田町才ヶ花１３－１ ４３－００８８ 

渡辺歯科医院 物部町濁渕２０－１ ４９－００２２ 


